
◎淀川右岸水防事務組合職員の再任用に関する条例 

の制定に伴う関係条例の一部を改正する条例 

 

制  定 平成２２． ３．２４ 条例２ 

 

（淀川右岸水防事務組合職員の勤務に関する条例の一部改正） 

第１条 淀川右岸水防事務組合職員の勤務に関する条例（昭和３５年淀川右岸水防事務組合条例第２２号）の一

部を次のように改正する。 

 

第９条第１項中「１週間について４０時間」を「４週間を越えない期間につき１週間当たり３８時間４５分」

に改め、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」

という。）の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を越えない期間につき１週間当

たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、管理者が定める。 

 

第１０条の２を次のように改める。 

第１０条の２ 削除 

 

第１１条第１項の次に次のただし書きを加える。 

ただし、管理者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間

において休日を設けることができる。 

 

第１５条第１項中「１年につき２０日の年次休暇を与える。ただし、新たに職員となった者のその年におけ

る年次休暇の日数は、規則で定める。」を「規則で定めるところにより、１年につき、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号の日数の年次休暇を与える。」に改め、同項の次に次の２号を加える。 

（１） 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考

慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数。） 

（２） 当該年の途中において新たに職員となる者 その年の在職期間を考慮し２０日を超えない範囲内で規

則で定める日数 

 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年淀川右岸水防事務組合条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 

第９条第１項中「非常勤職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。）第２８条の５第１ 

項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）」を加える。 

 

（淀川右岸水防事務組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 淀川右岸水防事務組合職員の給与に関する条例（昭和３５年淀川右岸水防事務組合条例第９号）の一部



を次のように改正する。 

 

第５条に次の２項を加える。 

９ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１項又は第２８条の５

第１項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）の給料月額は、給料表に掲げる再任用

職員の給料月額のうち、その者の属する級に応じた額とする。 

１０ 法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料

月額は、前項の給料月額に、算出率（その者の１週間当たりの勤務時間を管理者が定める常勤の職員の１

週間当たりの勤務時間で除して得た数をいう。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

 

第１４条第２項中「当該合計額と５５，０００円との差額の２分の１を５５，０００円に加算した額」を「５

５，０００円」に改める。 

 

第１６条第１項第１号中「又は水防訓練」を削る。 

 

第１７条第１項中「１５０まで」の次に「（再任用短時間勤務職員にあっては、１００分の１００から１００

分の１５０まで）」を加え、同条第３項を同条第４項に改め、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務（第１項第２号に掲げる勤務のうち管

理者 が定める者を除く。）の時間の合計が１月につき６０時間を越えた職員には、前２項の規定にかかわ

らず、その６０時間を越えて勤務した時間１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に、第１項の規定の

適用を受ける場合にあっては１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額を、前項の規定の適用を受ける場合にあっては１００分の

５０を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

 

第２０条の次に次の１条を加える。 

（再任用職員についての適用除外） 

第２０条の２ 第１２条、第１３条及び第１３条の３の規定は、再任用職員には適用しない。 

第２１条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）」を削り、「第２８条」を「法

第２８条」に改める。 

 

別表の次に次の備考を加える。 

備考 再任用職員の給料月給は、この表の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

給料月額 １５６，０００ ２４６，１００ ２６４，４００ ２７８，７００ ２９７，６００ ３２７，９００ 

 

（職員等の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正） 

第４条 職員等の期末手当及び勤勉手当に関する条例（平成５年淀川右岸水防事務組合条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 



第３条第２項中「次に掲げる額に、」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に、」

に改め、同項第１号中「期末手当」の前に「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）以

外の職員」を追加し、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 再任用職員 期末手当基礎額に、6 月に支給する場合においては１００分の６５、１２月に支給す

る場合においては１００分の８５を乗じて得た額 

 

第４条第２項中「次に掲げる額に、」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に、」

に改め、同項第１号中「勤勉手当」の前に「再任用職員以外の職員」を加え、同項第１号の次に次の１号を

加える。 

（２） 再任用職員 勤勉手当基礎額に、１００分の３５を乗じて得た額 

同条第３項中「勤勉手当」の前に「第２項第 1 号の」を加え、同条第４項を同条第 5 項とし、同条第 3 項

の次に次の１項を加える。 

４ 第２項第２号の勤勉手当基礎額は、基準日現在において当該職員が受けるべき給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額とする。 

 

第５条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。次号において「法」という。）」を削り、「第

２９条」を「法第２９条」に改める。 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の退職手当に関する条例（昭和６１年淀川右岸水防事務組合条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 

第１条中「受ける職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。）第２８条の４第１項又は第

２８条の５第１項の規定により採用された職員を除く。）」を加える。 

 

附  則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

  


